
 

 

 

 

 

公表日  ２０22年 ３月15日                 事業所名 あいの風キッズステーション 

 

 

 チェック項目 取り組み状況・工夫改善点など 

環
境
・
体
制
整
備 

①  利用定員が指導訓練室等スペースとの関係で 

適切である 

法令に遵守したスペースを確保しています。 

お子様の状態がどこからでも確認できるよう仕切りが

ない状態にしています。新型コロナウイルス感染症予防

対策として職員やお子様との間に一定の距離を保つよ

う心がけています。 

➁ 職員の配置数は適切である 法令で必要とされている配置数に加え、看護師を２名、

保育士を1名、機能訓練担当職員を２名多く配置してい

ます。医療的ケアや重症度に合わせて、併設している訪

問看護ステーションより職員を追加配置しています。 

③ 生活空間は、本人にわかりやすく構造化された 

環境になっている。また、障害の特性に応じ、事 

業所の設備等は、バリアフリー化や情報伝達等へ

の配慮が適切になされている 

事業所内はバリアフリーとなっており、車椅子やバギー

でも移動がスムーズにできます。プライバシー保護のた

め可動式パーテーションを必要時使用しています。 

子ども用トイレや冷蔵庫には、大きく表札を付けてわか

り易く示しています。 

業
務
改
善 

④ 生活空間は、清潔で、心地よく過ごせる環境に 

なっている。また、子ども達の活動に合わせた空 

間となっている 

床・手すり・ドアノブ・トイレ・浴槽・療育に使用する

物品等を1日数回消毒しています。 

季節に合わせた装飾を行っています。寝ている状態でも

楽しめるよう、天井の装飾や照明を工夫しています。 

⑤ 業務改善を進めるためのPDCAサイクル（目標 

設定と振り返り）に、広く職員が参画している 

週１回の定例カンファレンスや朝のカンファレンスで

業務の振り返りや情報共有を行っています。参加できな

かった職員は書面で確認するようにしています。インシ

デント、ヒアリハットを積極的に報告し、対策の立案、

業務改善に繋げています。 

⑥ 保護者等向け評価表により、保護者等に対し 

て事業所の評価を実施するとともに、保護者等 

の意向等を把握し、業務改善につなげている 

年に１度保護者様にアンケートを実施し、業務改善につ

なげています。 

⑦ 事業所向け自己評価表及び保護者向け評価 

表の結果を踏まえ、事業所として自己評価を行う

とともに、その結果による支援の質の評価及び 

改善の内容を、事業所の会報やホームページ 

等で公開している 

当社法人ホームページにて公表しています。 

⑧ 

 

第三者による社外評価を行い、評価結果を業 

務改善につなげている 

現在は保護者様と、職員による事業所自己評価を行って

います。第三者による社外評価については、現在実施の

予定はありません。今後必要に応じて実施を検討してい

きます。 

⑨ 職員の資質の向上を行うために、研修の機会を 

確保している 

法人で社内研修を行っています。東京都や練馬区の社外

研修にも参加しています。今年度は、オンライン研修も

積極的に取り入れています。 

事業所における児童発達支援自己評価 



適
切
な
支
援
の
提
供 

⑩ 

 

アセスメントを適切に行い、子どもと保護者の 

ニーズや課題を客観的に分析した上で、児童発 

達支援計画を作成している 

個々の状態にあわせ児童発達管理責任者と担当職員が

相談して個別支援計画を作成しています。 

保護者様の意向を事前に書面で確認し、個別支援計画に

反映できるよう取り組んでいます。 

⑪ 子どもの適応行動の状況を図るために、標準化 

されたアセスメントツールを使用している 

遠城寺式乳幼児分析的発達検査表にて「運動」「社会性」

「言語」の視点でアセスメントしています。 

 

⑫ 児童発達支援計画には、児童発達支援ガイド 

ラインの「児童発達支援の提供すべき支援」の 

「発達支援（本人支援及び移行支援）」、 

「家族支援」、「地域支援」で示す支援内容か 

ら子どもの支援に必要な項目が適切に選択さ 

れ、その上で、具体的な支援内容が設定されて 

いる 

相談支援事業所からのサービス利用計画をもとに、事業

所でアセスメントした結果と、お子様や保護者様の意向

を確認して支援計画を作成しています。約６カ月に１度

の頻度で見直しをしています。 

ガイドラインが示す「発達支援」「家族支援」「地域支援」

と照らし合わせ、必要な内容を設定しています。 

⑬ 児童発達支援計画に沿った支援が行われている 立案した目標を朝のカンファレンスで読み合わせし、ど

の職員でも同じ支援ができるよう努めています。面談や

療育を通じて適宜支援計画を見直しています。 

⑭ 活動プログラムの立案をチームで行っている 【本物に触れる体験をする】【季節を感じる】をコンセプ

トに、保育士を中心に、活動プログラムを立案し実施し

ています。 

⑮ 活動プログラムが固定化しないよう工夫している ひとつのプログラムに対し、発達の程度や障害に合わ

せ、やり方や参加方法を工夫しています。視覚・聴覚・

臭覚・触感等、さまざまな感覚が刺激されるような内容

を取り入れています。年度始めには、「年間行事予定」を

配布し、保護者様にも療育内容が周知できるようにして

います。 

⑯ 子どもの状況に応じて、個別活動と集団活動を 

適宜組み合わせて児童発達支援計画を作成 

している 

障害に合わせ、個別活動を中心に集団活動も取り入れて

います。放課後等デイサービスが併設されていますの

で、異年齢交流も積極的に行っています。 

⑰ 支援開始前には職員間で必ず打合せをし、その日

に行われる支援内容や役割分担について、確認し

ている 

毎朝カンファレンスを行っています。 

療育内容、送迎、ケアの内容等を確認しています。 

また、災害発生時の対応について、通所するお子さんの

避難方法を毎日確認しています。 

⑱ 支援終了後には、職員間で必ず打合せをし、その

日行われた支援の振り返りを行い､気付いた点等

を共有している 

翌日の朝のカンファレンスで振り返りや気づいた点、利

用者様の情報、ケアの変更点等を職員で共有していま

す。 

⑲ 日々の支援に関して記録をとることを徹底し、支 

援の検証・改善につなげている 

支援した内容、お子様の状態、反応を具体的かつ正確に

記録するよう努めています。 

⑳ 定期的にモニタリングを行い、児童発達支援計 

画の見直しの必要性を判断している 

約６カ月に１回の頻度で、中間評価を行い、個別支援計

画の修正をしています。 



関
係
機
関
や
保
護
者
と
の
連
携
関
係
機
関
や
保
護
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と
の
連
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㉑ 障害児相談支援事業所のサービス担当者会 

議にその子どもの状況に精通した最もふさわしい 

者が参画している 

相談支援事業所から依頼があった場合には、児童発達管

理責任者が出席しています。 

㉒ 母子保健や子ども・子育て支援等の関係者や 

関係機関と連携した支援を行っている 

保育園や幼稚園、就学先の学校、他の児童発達支援事業

所と連携をとっています。 

㉓ （医療的ケアが必要な子どもや重症心身障害 

のある子ども等を支援している場合） 

地域の保健、医療、障害福祉、保育、教育等 

の関係機関と連携した支援を行っている 

相談支援専門員を中心とし、保健師、訪問看護師、福祉

事務所、他事業所と連携し、より良い支援が提供できる

よう努めています。 

また、就学前相談や就学先への情報提供も行っていま

す。 

㉔ （医療的ケアが必要な子どもや重症心身障害 

のある子ども等を支援している場合） 

子どもの主治医や協力医療機関等と連絡体制 

を整えている 

保護者様を通して医師にケア指示書の記入をお願いし

ています。ケア指示書をもとに看護師が医療ケアを実施

しており、必要時には主治医に連絡できる体制を整えて

います。 

㉕ 移行支援として、保育所や認定こども園、幼稚 

園、特別支援学校（幼稚部）等との間で、支 

援内容等の情報共有と相互理解を図っている 

保育園や幼稚園、他の児童発達支援事業所と連携をとっ

ています。必要があれば、訪問させていただいています。

また、移行先が決定した際には、支援連携シートを作成

し、情報提供を行っています。 

㉖ 移行支援として、小学校や特別支援学校（小 

学部）との間で、支援内容等の情報共有と相 

互理解を図っている 

就学先の先生が通所中の様子を見にきてくれています。

学校で行われる連携会議にも参加させていただいてい

ます。書面による情報提供も行っています。 

㉗ 他の児童発達支援センターや児童発達支援事 

業所、発達障害者支援センター等の専門機関 

と連携し、助言や研修を受けている 

他の事業所見学や、支援センターの研修を受けていま

す。全国重症児者デイサービスネットワークに加盟して

おり、他事業所との情報交換や研修に参加しています。 

㉘ 保育所や認定こども園、幼稚園等との交流や、 

障害のない子どもと活動する機会がある 

今年度は新型コロナウイルス感染症予防対策として、活

動内で他施設と交流する機会は設けていません。今後

も、保護者様の意向を確認し、慎重に検討していきます。 

㉙ （自立支援）協議会子ども部会や地域の子ども・

子育て会議等へ積極的に参加している 

練馬区の事業所連絡会や近隣地域のネットワーク会議

に参加しています。 

㉚ 日頃から子どもの状況を保護者と伝え合い、子 

どもの発達の状況や課題について共通理解を 

持っている 

送迎時や連絡帳を通して通所での様子や支援内容を共

有しています。オフィシャル LINEを使用し、活動の写

真や動画を送らせていただいています。 

㉛ 保護者の対応力の向上を図る観点から、保護 

者に対して家族支援プログラム（ペアレント･ト 

レーニング等）の支援を行っている 

ペアレントトレーニングの機会は現在設けていません。

個別に支援のフィードバックを行っています。今後は学

習会等の機会を検討していきます。 



 

保
護
者
へ
の
説
明
責
任
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㉜ 運営規程、利用者負担等について丁寧な説明 

を行っている 

利用契約時に説明を行っています。 

㉝ 児童発達支援ガイドラインの「児童発達支援の 

提供すべき支援」のねらい及び支援内容と、これ 

に基づき作成された「児童発達支援計画」を 

示しながら支援内容の説明を行い、保護者から 

児童発達支援計画の同意を得ている 

個別支援計画を用いて支援内容やガイドラインの説明

をしています。同意していただいた計画書については

保護者様にサインをいただき、書面でお渡ししていま

す。 

㉞ 定期的に、保護者からの子育ての悩み等に対 

する相談に適切に応じ、必要な助言と支援を 

行っている 

定期的に面談を行っています。必要に応じて送迎時や

事業所内で相談支援を行っています 

㉟ 父母の会の活動を支援したり、保護者会等を 

開催する等により、保護者同士の連携を支援し 

ている 

今年度は新型コロナウイルス感染症予防対策のため、

保護者会やご家族が参加できるイベントを中止いたし

ました。来年度は、感染状況を確認しながら、保護者様

やご兄弟が交流できるような活動を開催していきま

す。また、ご要望があるようでしたら、父母の会の発

足、支援にも努めていきます。 

㊱ 子どもや保護者からの相談や申入れについて、 

対応の体制を整備するとともに、子どもや保護 

者に周知し、相談や申入れがあった場合に迅速 

かつ適切に対応している 

重要事項説明書に内社外の苦情相談窓口を記載して

います。相談や申し入れがあった時は速かに対応さ

せていただいています。 

 

㊲ 定期的に会報等を発行し、活動概要や行事 

予定、連絡体制等の情報を子どもや保護者に 

対して発信している 

あいの風だより（約３ヶ月毎）や、フェイスブックにて

活動内容を報告しています。活動概要や行事予定、連

絡等はLINEにて発信しています。 

㊳ 個人情報の取扱いに十分注意している 事務室に鍵付書庫を設置しています。資料の取り扱い

については職員に周知徹底しています。他事業所と連

絡を取る場合は事前に保護者様の了承を得て行ってい

ます。写真等のデータは事務所内のパソコンで管理し、

個人情報にアクセスできる端末はパスワードを設定し

ています。業務に使用している携帯は、職員のみが使

用し、パスワードで管理しています。 

㊴ 障害のある子どもや保護者との意思の疎通や情 

報伝達のための配慮をしている 

お子様の特性に合わせて絵カード等の視覚支援を行っ

ています。また、保護者様に、意思疎通や情報伝達ツー

ルの情報提供を行っています。関わりの中で、意思疎

通に使えそうな反応を丁寧に拾い、ご家族と共有して

います。 



㊵ 事業所の行事に地域住民を招待する等地域に 

開かれた事業運営を図っている 

今年度は新型コロナウイルス感染症予防対策として積

極的な交流はしていません。 

非
常
時
等
の
対
応 

㊶ 緊急時対応マニュアル、防犯マニュアル、感染 

症対応マニュアル等を策定し、職員や保護者に 

周知するとともに、発生を想定した訓練を実施 

している 

緊急時対応マニュアルは個別に作成し、保護者様に同

意のサインを頂いています。その他災害時対応マニュ

アル、感染症対応マニュアル、業務マニュアル、虐待

防止マニュアル、事故防止マニュアル等を作成してい

ます。保護者様には契約時に説明させていただいて

います。また、いつでも閲覧できるように事業所内

に掲示してあります。 

職員には、入職時にマニュアルの説明を行い、発生時

にきちんと対応できるよう周知しています。 

㊷ 非常災害の発生に備え、定期的に避難、救出 

その他必要な訓練を行っている 

災害時対応時マニュアルの読み合わせ、避難訓練を

月に1回実施しております。水害・火災・地震に分

け、フローチャート作りを行っております。人工呼

吸器装着のお子様に関しては、個別に医療機器のバ

ッテリーの時間確認や一人一人に合わせた避難方法

をリスト化しています。実際の避難訓練では、訓練

自体がお子様に負担にならないよう配慮しながら行

っております。 

㊸ 事前に、服薬や予防接種、てんかん発作等のこども

の状況を確認している 

契約時に体調や医療的ケアの有無を全員に確認してい

ます。医療的ケアが必要なお子さんは、保護者様より

医師に依頼していただき、ケア指示書をいただいてい

ます。ケア指示書をもとに、個別ケアマニュアルを作

成、看護師が医療的ケアを実施しています。 

㊹ 食物アレルギーのある子どもについて、医師の指 

示書に基づく対応がされている 

医師のケア指示書にアレルギーの内容を記載していた

だき、個別にケアマニュアルを作成しています。職員

に対しては食事介助時のマニュアルを作成していま

す。食事や使用物品はご家庭より持参していただいて

います。緊急時は個別の緊急時対応マニュアルに沿っ

て対応しています。 

㊺ ヒヤリハット事例集を作成して事業所内で共有 

している 

ヒヤリハット、インシデントは報告書を作成し、定期

的にカンファレンスを実施し情報共有しています。対

策は保護者様にもフィードバックしています。 

㊻ 虐待を防止するため、職員の研修機会を確保 

する等、適切な対応をしている 

法人内で虐待防止委員会を設置しています。虐待に関

する職員研修を実施し、定期的に職員にチェックリス

トを実施し、虐待防止の意識付けを行っています。 

㊼ どのような場合にやむを得ず身体拘束を行うかに 

ついて、組織的に決定し、子どもや保護者に事 

前に十分に説明し了解を得た上で、児童発達 

支援計画に記載している 

やむを得ない場合（生命の危険が及ぶ）を除き身体拘

束は行っていません。現在実施した事例もありません。

必要があった場合は保護者様、お子様に説明し個別支

援計画に記載します。尚、お子様の安全を確保するた

め、転落防止として、車椅子のベルトは掛けさせてい

ただいています。 

 

 


